
平成２４年度第１回坂東市地域公共交通会議（平成 24年 10 月 18 日）協議結果等について 

 

 

協議結果について 

（１）審議第１号 坂東市デマンドタクシー運行要領の見直しについて 

        軽微な変更に、車両登録番号の変更を加えるかたちで、検討する。 

    

今後の予定について 

 ・来年 4 月 1 日から運行時間を変更した内容で、事業認可の手続きを進め、来年４月に

運行内容を改正し、引き続きデマンドタクシーの実証運行をしていく。 
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